
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 濱田 洋

１ 日 時

平成２９年４月２０日（木） 午後２時０１分から

午後４時００分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

濱田洋、戸高賢史、志村学、御手洗吉生、近藤和義、羽野武男、平岩純子

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

井上明夫、古手川正治、桑原宏史

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

農林水産部長 尾野賢治 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）平成２９年度行政組織及び重点事業等について、執行部から説明を受けた。

（２）平成２７年の農林水産業による創出額について、おおいた農林水産業活力創出プラン２

０１５「アクションプラン２０１７」について及び県計画等の策定・変更スケジュールに

ついてなど、執行部から報告を受けた。

（３）県内所管事務調査を５月８日、９日、１８日、１９日、２４日、２５日、３０日及び３

１日に実施することを決定した。

（４）県外所管事務調査を７月１８日から２０日に実施することを決定した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐 工藤ひとみ

政策調査課政策法務班 主幹（総括） 南光彦



農林水産委員会次第

日時：平成２９年４月２０日（木）１４：００～

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 農林水産部関係 １４：００～１６：２０

（１）平成２９年度行政組織及び重点事業等について

（２）諸般の報告

①平成２７年の農林水産業による創出額について

②おおいた農林水産業活力創出プラン２０１５「アクションプラン２０１７」について

③県計画等の策定・変更スケジュールについて

④大分県の農業教育（農業人材の育成）の取組について

⑤第１１回全国和牛能力共進会宮城大会に向けた取組について

⑥重点戦略魚種の販売促進について

（３）その他

３ 協議事項 １６：２０～１６：３０

（１）県内所管事務調査について

（２）県外所管事務調査について

（３）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

濱田委員長 ただいまから、委員会を開きま

す。

説明に入る前に、本日は初めての委員会で

ありますので、まず、私から御挨拶を申し上

げます。

〔委員長挨拶〕

濱田委員長 では、委員の皆さんの自己紹介

をお願いします。

〔各委員自己紹介〕

濱田委員長 なお、御手洗委員が遅れて出席

いたします。また、本日は、委員外議員とし

て井上明夫議員、桑原宏史議員が出席してお

ります。古手川正治議員は遅れて出席する予

定であります。

ここで、委員外議員の発言について委員の

皆さんにお諮りします。委員外議員からの発

言の申出については、会議規則により、委員

会がそれを許すか否かを決めると定められて

おりますが、委員から個別に御異議が出た場

合を除き、発言の許可については、今後、委

員長に御一任いただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

濱田委員長 御異議がないので、委員外議員

の発言の許可については、私に御一任いただ

きます。

また、委員外議員の方にお願いします。

発言を希望する場合は、委員の質疑の終了

後に挙手し、私から指名を受けた後、長時間

にわたらないよう、要点を簡潔に御発言願い

ます。

なお、進行状況を勘案しながら進めてまい

りますので、委員外議員の皆さんは、あらか

じめ御了承願います。

続いて、事務局職員を紹介します。

議事課の工藤君です。（起立挨拶）

政策調査課の南君です。（起立挨拶）

濱田委員長 引き続きまして、執行部の自己

紹介をお願いします。

〔農林水産部長挨拶〕

〔幹部職員自己紹介〕

濱田委員長 皆さんにお願いいたします。

この第３委員会室では、委員も執行部の皆

さんも全員マイクの使用をお願いします。マ

イクは発言の都度、オン、オフをしてくださ

い。また、マイクの数に限りがありますので、

あわてなくて結構ですから、私の指名を受け

てからマイクを回していただき、ゆっくり、

はっきりと発言をお願いします。

それでは、農林水産部関係の平成２９年度

の行政組織及び重点事業等について、執行部

の説明を求めます。

尾野農林水産部長 お手元の農林水産委員会

資料を御覧ください。

まず、私から、農林水産部の行政組織及び

予算の概要について御説明いたします。

資料の１ページを御覧ください。

農林水産部行政組織機構図でございます。

平成２９年度の農林水産部の組織につきま

しては、左側の中ほど、太枠の課室数にあり

ますように、本庁が１４課６室、地方機関が

７所属で前年度と変更はありませんが、畜産

の流通担当の専任参事の設置や普及指導体制

の見直しなど、重点課題に対応するための体

制強化を図ったところです。

職員数につきましては、その下、職員数に

ありますように、振興局を含めて総勢１，１

３５名となっております。

引き続き、資料の２ページを御覧ください。

平成２９年度の農林水産部一般会計予算の

概要でございます。

まず、予算の総額は、上の表（１）予算の

うち、太枠でお示した欄にありますように５

５９億８，０４８万７千円です。

これを一つ右の２８年度当初予算額と比較

すると４億６，０５８万円の減額となってい
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ます。この主な要因は（２）にまとめており

ますが、次世代林業基盤づくり関係事業にお

いて国の補正予算を受け入れ、２８年度補正

予算で前倒し措置したことや、演習場周辺障

害防止対策事業の計画上の事業費減などによ

るものです。

他方、構造改革の加速に向けては、農業農

村整備事業や酪農基盤対策、肉用牛の増頭対

策などにおいて前年を大きく上回る予算を確

保し、実質的には増額となる積極的な予算を

お認めいただいています。

個別事業については、後ほど各課室長から

説明を行いますが、これらをしっかりと執行

し、引き続き農林水産業の構造改革を進めて

まいりたいと考えております。

重盛審議監 各課室の組織、予算の説明に先

立ちまして、初委員会でございますので、ま

ず、本県の農林水産業の現況につきまして御

説明します。

私からは農業の現況につきまして、２０１

５年農林業センサスの結果を中心に御説明し

ますので、別冊資料の１ページをお願いしま

す。

本県は、標高ゼロメートルから１千メート

ル近くまで耕地が分布し、耕地面積の約７０

％が中山間地域に位置する起伏の多い地勢に

あります。こうした地域条件をいかし、米を

中心に、野菜、果樹、花きといった園芸や肉

用牛を始めとした畜産など、多様な農業が営

まれています。

まず、①農業経営体のすがたです。

ア農業経営体数にありますとおり、平成２

７年は２５，４１６経営体となり、前回の２

２年調査と比べ５，２１５の減少となってい

ます。

一方、ピンク色でお示ししている法人経営

体は７３３経営体まで増加し、全体に占める

割合も増えております。

２ページをお開き願います。

イは経営体を規模別に分類したものです。

一つ下のグラフに増減率を示しております

が、緑色から左側の２ヘクタール未満の経営

体は大きく減少する一方で、オレンジ色の５

ヘクタール以上の経営体は増加しており、経

営体の大規模化が進展しております。

一番下のウは新規就農者数と企業参入件数

の推移です。青い線でお示ししている新規就

農者は目標の年２００人前後で推移しており、

就農学校など、これまでの施策が実を結びつ

つあります。赤い線でお示ししている企業参

入についても、目標の年２０件前後で推移し

ております。

３ページを御覧ください。

②の耕地の状況です。

ア耕地面積と耕地利用率の推移を示してお

りますが、耕地面積は年々減少しており、２

８年では５万６，１００ヘクタールと、前年

から５００ヘクタール減少しております。一

方、耕地利用率は近年９１．２％と横ばいで

推移しています。

中央のイは九州各県の作付延べ面積に占め

る各品目の作付割合を示しています。

一番左が本県の状況ですが、青の部分にお

示しているとおり、本県の水稲の作付割合は

４２．４％と九州で最も高くなっております。

こうした稲作偏重の構造から脱却するため、

水田の畑地化を進め、園芸戦略品目など高収

益品目への転換を始めとする水田農業の構造

改革に積極的に取り組んでまいります。

４ページをお開き願います。

③農業産出額の推移についてですが、平成

２７年は１，２８７億円となっており、前年

と比べて１９億円、率にして１．５％増加し

ています。

これは、緑色でお示ししている野菜の産出

額が価格上昇や新規就農による産地拡大で１

８億円増加したことに加え、オレンジ色の畜

産の産出額が子牛価格の高騰により７億円増

加したことが主な要因です。

今後も引き続き産出額が増加していくよう

構造改革を加速させてまいります。

吉野審議監兼森との共生推進室長 ５ページ

を御覧ください。

続きまして、大分県の林業の現況について
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御説明します。

本県の森林面積は、約４５万３千ヘクター

ルで県土の７２％を占め、木材やしいたけの

生産など、林業・木材産業の発展と山村の振

興に寄与しています。また、水源のかん養や

県土の保全等、森林の公益的機能の発揮によ

り、安全で快適な県民生活の確保に大きな役

割を果たしています。

まず、①森林資源の現況ですが、ア森林面

積の円グラフにお示ししておりますように、

民有林面積が４０万２千ヘクタールと、８８．

７％を占めております。

民有林の林種別面積を下段左のウに示して

いますが、人工林が２１万１千ヘクタール、

５２．５％と過半を占めております。

次に、６ページをお開き願います。

②担い手の状況についてです。ア認定林業

事業体数ですが、木材生産の中核的な担い手

であり、新規就業者の主な就業先でもある認

定林業事業体は年々増加しており、２７年度

で７７事業体となっています。

一方、中段のイ林業就業者数については、

平成２７年が１，７４３名と平成２２年に比

較して１２３名の減少となっています。

次に、７ページを御覧ください。

③林業関係の生産量及び価格についてです。

アのａ木材生産量については、平成２７年

が１１３万６千立方メートルと、２年連続で

１００万立方メートルを超えております。こ

れは、森林資源の充実や認定林業事業体の増

加、高性能林業機械の普及などによるもので

す。

その下のｂ丸太価格ですが、平成２７年の

平均価格は、スギが１立方メートル当たり１

万３，１００円、ヒノキが１万７，３００円

と前年並みとなっています。

その下のイのａ乾しいたけの生産量と価格

については、平成２７年の生産量は１，１１

５トンで、前年に比べ３９９トン減少してお

ります。これは、平成２５年の価格下落時に、

駒打ち量が減少したことによるものです。２

７年の価格は１キログラム当たり５，１９１

円と高騰しております。

なお、平成２８年の速報値によると生産量

は１，１６０トンで、２７年より若干増加し

ています。価格は１キログラム当たり４，９

８７円と高値を維持しています。

次に、８ページをお開き願います。

④平成２７年の林業産出額ですが、２７年

については、乾しいたけ価格が高騰したもの

の、全国的な木材価格の低下により、前年比

１億円減少の１９４億円となっております。

最後に、⑤鳥獣による農林産物の被害状況

についてです。平成２７年の被害額は前年よ

り７００万円減少し、２億６，７００万円と

なっていますが、引き続き大きな課題である

と認識しており、２９年度においても狩猟者

の確保やジビエの活用など、幅広く対策を講

じてまいりたいと考えております。

村井理事兼審議監 ９ページをお願いします。

大分県の水産業の現況について御説明いた

します。

本県は広大な干潟域やリアス式海岸など変

化に富んだ海岸地形を有しているため、沿岸

域は好漁場に恵まれ、海域ごとに特徴のある

漁業や養殖業が営まれております。

まず、①漁業経営体数と就業者数について

です。

ア漁業経営体数については、昭和４８年の

６，８２５経営体をピークに減少が続いてお

り、平成２５年は２，３７１経営体となって

おります。

次のイ漁業就業者数についても同様の傾向

で、平成２５年には４，１１０人まで減少し、

就業者全体に占める６５歳以上の割合につい

ても４０．９％と高齢化が進んでおります。

こうした中で、将来を担う新たな就業者の

確保は重要な課題であることから、漁業学校

や就業給付金制度の創設により、新たな担い

手の確保に努めており、ウに示すように近年

は毎年６０人前後の新規就業者を確保してお

ります。

１０ページをお開き願います。

②漁業生産の概況についてです。
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ア漁業生産量については、平成２７年の海

面と内水面を合わせた漁業生産量は、前年度

と比較しますと、主に海面漁業において、サ

バ類やその他の海藻類などの生産量が減少し、

６万６２８トンとなっています。このうち、

海面漁業・養殖業の生産量は６万６８トンで

全国２３位となっています。

主な魚種は、資料下段の円グラフにお示し

しておりますように、海面漁業では、イワシ

類、マグロ・カジキ類、アジ類であり、海面

養殖業では、ブリ類が全体の８６％を占め、

次いで、クロマグロ、ヒラメとなっておりま

す。

次に、１１ページ、イ漁業産出額について

です。

平成２７年の海面と内水面を合わせた漁業

産出額は、２６年の養殖クロマグロの前倒し

出荷による産出額増加の反動を受け、前年よ

り２８億円減少の４１５億９００万円となっ

ています。このうち、海面漁業・養殖業の産

出額は全国１１位の４０１億円となっていま

す。

最後に、ウ水産物価格についてです。

平成２７年の平均単価は、上段の海面漁業

では、キログラムあたり３９３円と前年に比

べて上昇しましたが、中段の海面養殖業では、

天然物の豊漁等により１，０６２円と下落し

ました。この結果、下段の海面漁業・養殖業

計では、６６８円と前年に比べ上昇しており

ます。

なお、本県水産業は主に中高級魚介類を中

心としているため、価格は全国平均を２倍以

上も上回っていますが、今後も販売体制を強

化し、漁家所得の向上を図ってまいりたいと

考えております。

安藤農林水産企画課長 それでは、順次各課

室から組織及び重点事業について説明させて

いただきます。

組織については農林水産委員会資料、重点

事業については白色の表紙の予算概要で説明

させていただきます。

なお、分掌事務については、時間の都合も

あることから説明を省略させていただきます。

まず、農林水産企画課関係分について、御

説明いたします。

委員会資料の３ページをお願いします。

まず、中段の１組織についてです。

当課は、総務班、企画管理班、経理・厚生

班及び世界農業遺産推進班の四つの班からな

り、豊後高田市、杵築市、熊本県への派遣職

員３名を含めまして、総数２５名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

平成２９年度予算概要の１６ページをお願

いします。

世界農業遺産ファンド推進事業費１５億１

００万円です。

この事業は、県から１５億円、金融機関か

ら４５億円の計６０億円の原資貸付けにより、

大分県農業農村振興公社におおいた世界農業

遺産次世代継承ファンドを設置し、その運用

益を活用して、地域内の全中学校で特別授業

を行うなど、小中高の各世代で次世代継承教

育を行うとともに、世界農業遺産ブランドを

活用した応援商品等の販売促進など、国東半

島宇佐地域世界農業遺産の保全・継承と地域

の元気づくりを支援するものです。

堤工事技術管理室長 資料の６ページをお願

いします。

工事技術管理室関係分について、御説明い

たします。

当室では、農業土木、森林土木及び水産土

木の技術管理業務を一元的に所管しており、

職員は６名でございます。

重点事業につきましては、総合評価落札方

式の検討継続ということで、公共工事の公正

な競争の促進と品質の確保のため、価格のみ

の競争ではなく、企業の持つ技術力も総合的

に評価して落札者を決定する総合評価落札方

式に引き続き取り組むとともに、手法の改善

を図ってまいります。

葛城団体指導・金融課長 資料の７ページを

お願いします。

団体指導・金融課関係分について、御説明

いたします。
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当課は、管理・共済班、農協指導班、検査

班及び金融班の四つの班からなり、大分県農

業協同組合への業務援助１名を含め、総数２

３名でございます。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の２１ページをお願いします。

農業金融対策事業費６億２９６万４千円で

す。

これは、農業近代化資金を始めとする農業

関係各種制度資金の貸付けに係る利子補給及

び農山漁村女性・若者活動支援資金等の貸付

けなどを行うものです。

なお、林業、水産業においても各種資金の

貸付けを行っています。

浅田地域農業振興課長 資料の８ページをお

願いします。

地域農業振興課関係分について、御説明い

たします。

当課は、管理予算班、地域農業班、安全農

業班、普及・研究班及び広域普及指導班の五

つの班からなり、熊本県への派遣１名を含め、

総数２７名でございます。

なお、広域普及指導員は、本庁に配置した

職員のほか、９名が農林水産研究指導センタ

ー内の各研究部に配置されています。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の３４ページをお開きください。

有機農産物生産流通拡大推進事業費８５６

万３千円です。

健康志向や環境への配慮から有機農産物の

マーケットが拡大する中、量販店からの需要

にも対応できるよう、品目・量・品質の安定

化と周年化が課題となっています。

このため、先進的有機農業者を中心とした

グループ化を支援し、新規有機農業者の確保

・育成を図り、生産体制を強化するとともに、

量販店向け流通モデルを実証し、量販店と生

産者をつなぐ流通体制を構築します。

また、消費者への理解醸成を図るため、オ

ーガニックフェスタの開催や量販店と連携し

た試食販売等を支援します。

都留農林水産研究指導センター長 資料８ペ

ージ中段（２）を御覧ください。

農林水産研究指導センター関係分について、

御説明いたします。

当センターは、センター本部、農業研究部、

畜産研究部、林業研究部、水産研究部などの

１０所属からなり、総数２３７名です。

各研究部・グループでは、変化に対応し、

挑戦と努力が報われる農林水産業を実現する

ために、①現場ニーズに応えた研究、②研究

のスピード化、③成果の迅速な普及を目指し

て、各研究員が一体的に課題解決を図ること

を目的にチーム制を導入しており、チームリ

ーダーを中心に、成果の活用先を明確にした

経済性重視の研究開発を行っています。

次に、１１ページを御覧ください。

下段にあります当センター関係分の主な重

点研究課題について御説明いたします。

豚肉脂質測定システムの開発と豚肉脂肪中

のオレイン酸含有率向上技術の確立に関する

研究では、豚肉のオレイン酸測定方法を確立

し、供与体系実証試験を行うことで、オレイ

ン酸含有率を向上させる技術を開発します。

また、次世代の森林づくりに向けたヒノキ

優良品種の選抜に関する研究では、建築材と

して最高品質であるヒノキ系統の中から、初

期成長に優れ、木材利用に適したヒノキ品種

を選抜することで、持続的な林業経営の推進

を図ります。

小関新規就業・経営体支援課長 資料の１２

ページをお願いします。

新規就業・経営体支援課関係分について、

御説明いたします。

当課は、就業促進班、経営体育成班、企業

参入支援班の三つの班からなり、総数１５名

です。地方機関としては、農業大学校を所管

しております。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の５６ページをお願いします。

上段、ＵＩＪターン就農者拡大対策事業費

２，４９４万３千円です。

全国的に田園回帰の動きが活発化する中、

移住就農者の確保に向けた地域間競争が激化
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しています。

このため、県外在住の農家子弟や市民農園

会員など、就農に関心が高い方への情報発信

の強化や、県内外での就農相談会・体験研修

の充実などにより、本県での就農に向けた意

欲の喚起を図ります。

また、二つ目のマル特で表示しているおお

いた創成加速枠事業では、県外からの元気で

意欲の高い中高年の就農予定者に対し、研修

期間中の給付金制度を創設することにより、

ＵＩＪターンによる移住就農を加速します。

光長農地活用・集落営農課長 資料の１４ペ

ージをお願いします。

農地活用・集落営農課関係分について、御

説明いたします。

当課は、管理・農地班、農地集積班、集落

営農班及び水田政策班の四つの班からなり、

大分県農業農村振興公社への業務援助の２名

を含めて、総数２２名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の７２ページをお願いします。

米の消費が減少し、価格の不安定化が懸念

される中、本県は九州平均より高い割合で米

の作付けが行われており、稲作偏重の構造か

らの脱却を進めます。

まず、一番下の米政策転換対応型水田畑地

化推進事業費２，２８８万９千円です。

米から高収益品目への転換を促進するため、

畑地化する水田の出し手と受け手のマッチン

グに向けた畑地化プランを各地域で策定しま

す。また、新たに制度化した出し手に対する

集積協力金も活用し、まとまった農地を確保

していきます。

続いて、７３ページをお願いします。

新時代の水田農業低コスト化対策事業費７，

８０８万８千円です。

米作りの労働時間を削減できる乾田直播の

全県展開や業務用向け多収品種の導入により、

水田農業の低コスト化を進めます。

最後に、７４ページをお願いします。

上段の水田作物高付加価値産地づくり事業

費５９４万２千円です。

米の食味ランキング特Ａを昨年度に引き続

いて獲得するため、良食味米の産地育成を支

援します。また、焼酎用麦トヨノホシなど需

要に応じた麦・大豆の産地拡大にも力を入れ

ます。

これら３事業による水田農業の構造改革に

重点的に取り組みます。

後藤おおいたブランド推進課長 資料の１５

ページをお願いします。

おおいたブランド推進課分について、御説

明いたします。

当課は、管理予算班、国内流通班、海外流

通班、農商工連携班の四つの班からなり、総

数１９名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の８３ページをお願いします。

上から２番目の一部特別枠事業、Ｔｈｅ．

おおいたブランド流通販売戦略推進事業費４，

０４３万５千円です。

マーケットインの商品づくりを推進するに

は、多様化する消費者ニーズに機動的に対応

し、流通や販売システムの変革に取り組むこ

とが大事です。

このため、Ｔｈｅ．おおいたブランド流通

対策本部が行う県外マーケティングアドバイ

ザーの設置や、旬入り宣言と連動した県内量

販店での販促活動などを支援し、販路拡大を

図ります。

また、一つ目のマル特では、上質で高価格

が狙える冠地どり、原木生しいたけ、養殖ヒ

ラマサを、京都市場を中心に関西方面の外食

事業者に戦略的に売り込むとともに、二つ目

のマル特では、トラック輸送からＲＯＲＯ船

を活用した船舶へのモーダルシフトによる物

流コストの削減に向け活用策を検討します。

勝本園芸振興室長 資料の１６ページをお願

いします。

園芸振興室分について、御説明いたします。

当室は、果樹班、野菜班及び花き特用班の

三つの班からなり、総数１４名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の８７ページをお願いします。
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一部新規事業、活力あふれる園芸産地整備

事業費２１億２，９２０万７千円です。

園芸作物の生産者の規模拡大意欲は高く、

広域集出荷施設等の整備も進み、戦略品目の

産出額は着実に伸びています。

この動きを加速するため、規模拡大に伴う

施設や就農学校の卒業生等を対象とした大規

模リース団地など生産基盤の整備を進め、競

争力のある産地づくりと収益力のある経営体

の育成に取り組みます。

また、二つ目のマル新では、キウイフルー

ツやさといもなど、今後、全県的な産地展開

が期待でき、市町村が積極的に振興する園芸

品目を次なる戦略品目として認定し、生産施

設の整備等に対する補助率を引き上げて産地

拡大を支援します。

近藤畜産振興課長 資料の１７ページをお願

いします。

畜産振興課関係分について、御説明いたし

ます。

当課は、管理予算班、畜産企画班、流通推

進班及び衛生環境班の四つの班からなり、総

数１６名です。

また、地方機関として、四つの家畜保健衛

生所を所管しております。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１００ページをお願いします。

上段の事業、畜産物流通促進対策事業費２，

１５４万７千円です。

おおいた豊後牛のブランド力を強化するに

は、関東や関西など大消費地での認知度向上

が重要です。

このため、豊後牛流通促進対策協議会が行

う県内外でのフェアの開催や飲食店等への販

促活動を支援します。またマル特では、大都

市圏においておおいた豊後牛を本格的に売り

込んでいくため、県産農畜産物を数多く扱っ

ている外食事業者の東京・大阪にある店舗を

サポーターショップとして認定し、ＰＲイベ

ント等を強力に実施していきます。

茶園畜産技術室長 資料の１９ページをお願

いします。

畜産技術室関係分について、御説明いたし

ます。

当室は、生産振興班及び酪農・飼料班の二

つの班からなり、総数９名でございます。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１０１ページをお願いします。

上段の事業、肉用牛生産基盤拡大支援事業

費１３億２，０９９万４千円です。

子牛価格や枝肉価格が高値で推移している

今を生産振興の好機と捉え、おおいた豊後牛

の安定生産に向け、２７年度から積極的に増

頭対策に取り組んでいます。

繁殖雌牛の増頭に向けては、子牛市場への

安定供給体制を強化するため、自家保留や外

部導入に対する支援制度を継続するとともに、

マル特では、新規就農者や後継者等が早期に

子牛出荷できるよう、７歳未満の経産牛の導

入も対象に加え、７５０頭の増頭を図ります。

また、肥育牛は、畜産公社が設けた預託貸

付制度への支援を継続し、新たに７５０頭の

増頭に取り組みます。

加藤農村整備計画課長 資料の２０ページを

お願いします。

農村整備計画課関係分について、御説明い

たします。

当課は、管理予算班、企画調査班、大規模

利水活用推進班、土地改良指導・換地班、農

村環境保全班の五つの班からなり、福島県へ

の派遣１名及び熊本県への派遣１名を含め、

総数２５名です。

また、地方機関として、大分県央飛行場管

理事務所を所管しております。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１１７ページをお開きください。

上段の農業農村整備計画調査事業費９，２

２２万７千円です。

農業農村整備事業を推進するに当たっては、

これまで以上に人・農地プランや農地中間管

理事業と密接に連携していく必要があります。

このため、本事業において、担い手の意向

調査や農地の活用状況等の調査を行い、担い

手の明確化や営農体系に応じた農地のゾーニ
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ング等、地域が目指すべき将来像である農地

再編整備構想を県からも積極的に提案し、生

産性の向上や力強い担い手の育成を図ってま

いります。

東光農村基盤整備課長 資料の２２ページを

お願いします。

農村基盤整備課関係分について、御説明い

たします。

当課は、農地整備班、農村総合整備班、防

災班の三つの班からなり、総数１４名です。

次に、重点事業について御説明します。

予算概要の１２６ページをお開きください。

下段の経営体育成基盤整備事業費１２億９，

８６２万３千円です。

収益力のある力強い担い手を育成するため

には、農地の集積・集約化を進め、効率的な

生産体制の確立と農業の高付加価値化を図る

ことが大事です。

このため、圃場の区画整理や暗渠排水等の

生産基盤の整備を三重東部地区ほか１５地区

で行い、低コスト化や園芸品目の生産拡大、

麦・大豆の品質向上などを推進していきます。

樋口林務管理課長 資料の２３ページをお願

いします。

林務管理課関係分について、御説明いたし

ます。

当課は、管理予算班、森林・林業企画班、

林道班及び林業経営支援班の四つの班からな

り、熊本県派遣及び宮崎県研修派遣の２名を

含め、総数２２名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１４５ページをお願いします。

木材生産コスト低減推進モデル事業費２，

５６３万２千円です。

本県の人工林は、半数が主伐期を迎え、こ

れまでにない充実期にあります。この期を捉

え、林齢構成の平準化と木材生産量を拡大さ

せるため、これまでの間伐中心から主伐・再

造林の林業へと本格的にシフトします。

このため、既に間伐用に整備された作業道

を、トラックが伐採現場まで入り込めるよう

に改良するとともに、作業道の改良が困難な

急傾斜地においては、ワイヤーを利用して集

材する小型タワーヤーダのモデル的導入を支

援することで、主伐の生産性を向上するとと

もに、再造林の徹底による森林資源の循環利

用体制を構築します。

諏訪林産振興室長 資料の２５ページをお願

いします。

林産振興室関係分について、御説明いたし

ます。

当室は、木材振興流通対策班及び椎茸振興

班の二つの班からなり、宮崎県からの派遣１

名を含め、総数１１名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１５１ページをお願いします。

しいたけ消費拡大推進事業費１，２０５万

９千円です。

これは、乾しいたけの更なる消費や販路の

拡大に向け、大分県椎茸振興協議会等が行う

大都市圏での販促活動に対して支援し、日本

一の大分しいたけブランドの更なる向上を図

るものです。

また、マル特のとおり、高品質な原木生し

いたけとして高い評価を受けている京都市場

への輸送費などを助成し、出荷量の増大やブ

ランド化を進めることで、乾しいたけと生し

いたけの複合経営を推進し、生産者の経営の

安定を図ります。

藤本森林保全課長 資料の２６ページをお願

いします。

森林保全課関係分について、御説明いたし

ます。

当課は、管理予算班、林地保全班及び治山

班の三つの班からなり、総数１２名でござい

ます。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１６８ページをお願いします。

事業名欄の上から２番目、復旧治山事業費

から１７１ページの一番上の地すべり防止事

業費までの一般治山事業２７億４，４７０万

円です。

これらの事業は、台風や集中豪雨等による

山地災害から県土と県民の生命財産を守ると
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ともに、森林の維持造成を通じて生活環境の

保全や水資源の育成を図るもので、由布市の

由布岳地区ほか計９０か所で実施することと

しています。

吉野審議監兼森との共生推進室長 資料の２

７ページをお願いします。

森との共生推進室関係分について、御説明

いたします。

当室は森づくり推進班、森林環境保護班の

二つの班からなり、総数１２名です。

分掌事務についてですが、今年度から、県

民の森の施設の維持管理に関する事務を森林

整備室から移管しています。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１７２ページをお開き願います。

鳥獣被害対策については、鳥獣被害総合対

策事業費、次のページの森林シカ被害防止対

策事業費と有害獣捕獲強化等推進事業費と次

のページ下段、野生鳥獣食肉等利活用推進事

業費、合計７億７，１２６万５千円の四つの

事業に取り組みます。

捕獲報償金の上乗せなどの取組により、鳥

獣被害は近年３億円を下回るなど成果は出て

いるものの、高齢化や金銭的負担により今後

狩猟者が減少するといった課題も懸念されま

す。

このため、１７２ページのマル特では、自

衛隊ＯＢ等を対象とした狩猟の魅力を伝える

セミナーや、免許を取得したばかりの方を対

象としたスキルアップセミナーを開催するほ

か、レディースハンタークラブの活動を支援

するとともに、下の米印のとおり、狩猟免許

申請などに係る手数料や狩猟税を減免するこ

とにより、狩猟参入の障壁の一つとなってい

る金銭的負担を軽減し、狩猟者の確保と定着

を図ります。

１７３ページをお願いします。

捕獲対策として、２７年度から実施してい

るシカの妊娠期に当たる猟期内の捕獲報償金

の上乗せを継続するとともに、近年被害が拡

大しているサルへの対策についても、遠隔操

作が可能な捕獲装置を導入するなど、捕獲圧

の強化を図ります。

また、１７４ページの下段、獣肉利活用対

策では、２月から量販店でもジビエの販売が

開始されるなど、販路は広がりを見せている

ものの、施設の処理能力や衛生面が課題とな

っているため、プレハブ冷蔵庫や真空包装機

の導入等を支援します。

森迫森林整備室長 資料の２８ページをお願

いします。

森林整備室関係分について、御説明いたし

ます。

当室は、造林・間伐班、県営林管理第一班

及び県営林管理第二班の三つの班からなり、

総数１３名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１６７ページをお願いします。

再造林促進事業費３億９，５４４万円です。

再造林を徹底するには、低コスト化が不可

欠です。本事業では、１ヘクタール当たりの

植栽本数を２千本以下とする疎植造林を推進

するとともに、林業関係者や住宅メーカーと

連携してスギの苗木代を支援します。

岡田漁業管理課長 資料の２９ページをお願

いします。

漁業管理課関係分について、御説明いたし

ます。

当課は、管理予算班、団体流通班及び漁業

調整班の三つの班に加え、漁業取締船あさか

ぜ、はつかぜ及びはやての３隻を所管し、宮

城県への派遣職員１名を含めまして、総数３

５名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１８１ページをお願いします。

県産水産物流通拡大推進事業費１，４４７

万４千円です。

近年水産物の消費量が減少傾向にあること

から、独自ブランドの確立などの取組により、

販売価格の向上と販売量の拡大を図ることが

必要です。

そこで、戦略魚種の販路拡大とブランド確

立に向けて、引き続き県内の水産業関係者と

一体となって取り組むとともに、関西地区で
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需要が見込まれる養殖ヒラマサの販路拡大を

強化します。

また、昨年１０月に制定した毎月第４金曜

日の「おおいた県産魚の日」の取組を充実す

るため、マル特では、小売業者等を対象とし

たセミナーや生産者との交流会を開催し販売

力の向上を図り、県産魚の消費拡大に取り組

みます。

景平水産振興課長 資料の３０ページをお願

いします。

水産振興課関係分について、御説明いたし

ます。

当課は、振興班、漁場整備班、資源管理班

の三つの班からなり、総数１４名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の１９５ページをお願いします。

上段、ヒラメ陸上養殖生産振興事業費５８

７万円です。

生産額で日本一である養殖ヒラメのブラン

ド力を強化するためには、寄生虫クドアによ

る食中毒の不安を払拭するとともに、生産拡

大に取り組む必要があります。

このため、クドア新型簡易検査キットを活

用し、高級ホテルや旅館等の求めに応じた検

査済みタグの個別装着出荷を支援します。

また、ヒラメの成長を促すとされる緑色Ｌ

ＥＤ光を活用した現地養殖試験の実施により、

生産コスト削減の効果を実証し、生産性の向

上につなげます。

中村漁港漁村整備課長 資料の３１ページを

お願いします。

漁港漁村整備課関係分について、御説明い

たします。

当課は、管理予算班、企画調査班、建設班

の三つの班からなり、職員は総数１５名です。

次に、重点事業について御説明いたします。

予算概要の２０６ページをお願いします。

事業名欄の上から３番目の水産流通基盤整

備事業費３億６，５６９万９千円です。

この事業は、第２種、３種、４種漁港等の

漁港区域内において、防波堤の延伸や導流堤

の設置など漁港施設の整備を行うもので、１

事業につき５億円を超える事業を対象として

います。

本年度も、長洲漁港、佐賀関漁港の２港で

実施することとしています。

以上で各課室別の説明を終わります。

濱田委員長 以上で説明は終わりました。

ここで、５分間休憩をします。

１５時０２分休憩

１５時０６分再開

濱田委員長 休憩前に引き続き、委員会を再

開します。

これより質疑に入ります。

平岩委員 資料の２９ページ、漁業取締船が

３隻あると初めて聞いたんですけれども、こ

の漁業取締船は具体的にどういうことをなさ

っているのかということと、この職員の方た

ちはプロパーになるんですか、県の職員にな

るんですか。そこら辺を少し具体的に教えて

ください。

岡田漁業管理課長 漁業管理課には３隻の漁

業取締船がありまして、業務内容といたしま

しては、例えば漁業の操業区域が決まってい

たり、操業期間が決まっていたりという規制

がございますけど、それの監視と取締りを主

にやっております。

それと、職員は県の職員で、海事職として

位置付けられております。また、漁業法に基

づいて漁業監督吏員であったり、刑事訴訟法

に基づく司法警察員の資格も併せて持ってお

ります。

平岩委員 今いろんな規制や期間があるとい

うことでしたが、やっぱり守られていないと

いうことも多いんでしょうか。

岡田漁業管理課長 最近は漁業違反の通報件

数等は減少傾向にございます。とは言いなが

ら、中にはなかなか検挙が難しいというよう

な悪質な漁業法違反もございます。

羽野委員 水田農業低コスト化とか、畑地化

とかありますが、水田の公益的機能の果たす

役割との整合性というか、その辺はどういう

ふうに、場所を指定してとかいう形でいくの

か、その辺ちょっと教えてください。
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光長農地活用・集落営農課長 今、水稲の作

付面積でいきますと２万１千ヘクタール、こ

れに飼料用米だとかＷＣＳを入れると、いわ

ゆる水稲として作付けされているものが２万

５千ヘクタールあります。

ただ、農業経営をやっていく上で、水稲、

こういった作物だけではこれから価格低迷が

予想される中、農業経営というのが十分うま

くいかないんではないかと、そのために高収

益の作物を入れていこうと。この２万５千ヘ

クタールのうち、当面５年間で５００ヘクタ

ール程度は高収益の作物を入れていこうとい

うことで考えております。

多面的機能という面では、水田としての機

能は十分果たせるというのと、農地の維持管

理という面では、その５００ヘクタールの農

地として維持していく予定ですので、多面的

機能は維持されるんではないかなというふう

に考えております。

羽野委員 あと、水産物でヒラメの関係があ

りますけれども、カレイというのは難しいん

でしょうか。

景平水産振興課長 マコガレイを例に挙げま

すと、成長がヒラメと比べて遅いという特徴

があります。ヒラメの場合は１年未満で出荷

に至るんですけど、マコガレイを３０センチ

とか３５センチとかというのを商品サイズと

しますと、やはり数年掛かるので、養殖経営

で取り組むにはちょっと成長が遅いかなと思

われます。

濱田委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

濱田委員長 それでは、委員外議員の方で何

か御質疑があったら。

井上委員外議員 概要７３ページの水田農業

低コスト化の関係ですが、いわゆる直播きで

すよね。普及すればものすごくいいと思うん

ですけど、この８か所は、具体的にはどうい

う場所で実施しようとしているのか教えてく

ださい。

光長農地活用・集落営農課長 この８か所に

ついてですが、昨年度は２か所、試験研究を

水田農業グループで宇佐市と日田市でやって

おりました。これを県下全域でやろうという

ことで、全振興局に水田農業グループの２か

所プラスこの８か所の計１０か所でやりまし

て、該当農業者に対してこういった方法が有

効なんだよというのをアピールしたいと考え

ております。

井上委員外議員 一応試験的にやっていると

いうことですよね。まだまだやっぱり直播き

っていうと、理論的にはものすごく良さそう

ですが、実際それを使用して米を作るところ

までは、ちょっとまだ時間が掛かるのかなと

いう気がしますが、どんなでしょうか。

光長農地活用・集落営農課長 昨年度、水田

農業グループで実証した結果を見ますと、移

植栽培と収量が全く同じという結果を得てお

ります。技術的には確立されたものとして、

県下全域で展開をしていくということとして

おります。

ただ、高速汎用播種機というのが今開発中

で、それが来年度以降になるということ、そ

れと、まずは、こんなにいいものだよという

のを見てもらってということで、今、県全域

でやろうということとしております。

桑原委員外議員 農産物で、流通しないよう

な規格外のものというのが、品目によって違

うでしょうけど、どれぐらい出ているのかな

と思いまして。大体でいいので教えてくださ

い。

また、例えばどこか農協とかが集めて何か

にするとか、その利用というのはどうなって

いるのか教えてください。

後藤おおいたブランド推進課長 農産物の規

格外品でございますけれども、以前の規格品

と比べて現在の国内流通分の規格も非常に多

様化しております。一概にその規格外品とは

なかなか言えませんけれども、一般的に、例

えば野菜類ですと、６割ぐらいが規格内だと

いうふうに言われておりますが、私どもの方

では、例えば、甘太くんの子いも、国内では

規格外品でございますけれども、これは子い

もが好まれる東南アジア等を中心に販売して
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おりますし、一方で、にら等、葉先がちょっ

と焼けているといったようなものについては、

当然生鮮では出荷できませんけれども、食品

企業の方でカット野菜として利用できるとい

うことで、そちらの方の販路として、できる

だけ生産者の皆様が生産したものを全て換金

できるような方面に御紹介し、販売をしたい

と考えておるところであります。

桑原委員外議員 そういうふうな努力をして

も、どうにもならないものというのもあるん

ですかね。数字は大体で、感覚で結構なんで

すが。そういうものは何になるんですかね。

捨てるとか、肥料になるとか。

後藤おおいたブランド推進課長 例えば、だ

いこんの葉や白ねぎの先端とかいうのは、そ

のまま堆肥化したり、また圃場に戻して再利

用しているというようなことが通常ではなか

ろうかなと思います。

濱田委員長 ほかにございませんでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

濱田委員長 ほかに御質疑等もないので、こ

れをもちまして、平成２９年度の行政組織及

び重点事業等の説明を終わります。

次に、執行部より、報告をしたい旨の申出

がありましたので、これを許します。

まず、①から③までの報告をお願いします。

安藤農林水産企画課長 農林水産委員会資料

の３２ページをお開きください。

おおいた農林水産業活力創出プラン２０１

５における目標指標である、農林水産業によ

る創出額の平成２７年実績がまとまりました

ので、御報告いたします。

この創出額は、農林水産業と農山漁村が産

み出す価値を総合的に捉えたもので、農商工

連携や水田のフル活用、農山漁村の活性化な

どの施策を的確に遂行するため、国が公表す

る農林水産業産出額に、県で調査した食品加

工や直売所による付加価値額、日本型直接支

払などの交付金を加えた独自指標となります。

なお、各項目の算出方法については３３ペ

ージに記載しておりますので、後ほど御覧願

いたいと思います。

中央表の左から２列目一番上、２，２３２

億円が平成２７年の創出額であり、前年に比

べ１１億円増加しています。

主な内訳ですが、１行下の農林水産業産出

額１，９０８億円を分野別に見ますと、園芸

の産地拡大や子牛価格の高騰等により、農業

の産出額は増加したものの、前年に養殖クロ

マグロの前倒し出荷が行われた水産で産出額

が減少したこともあり、全体では前年に比べ

８億円の減少となっております。

中ほどの付加価値額では１３億円増加し、

２２２億円となっています。このうち、食品

加工は１２９億円となり、前年に比べ１５億

円増加しています。これは、カット野菜やか

ぼす飲料など県産農林水産物の利用が拡大し

たことによるものです。このほか、木材加工

は全国的な木材価格の低下に伴い２億円減少

の７２億円、直売所は横ばいの２１億円とな

っています。

交付金等につきましては１０２億円となり、

前年に比べ６億円増加しておりますが、これ

は飼料用米等の作付け拡大により水田活用の

交付金が伸びています。

表の一番右の列には、最終目標となる平成

３５年の値を記載しております。今後は、こ

の２，２５０億円の目標を少しでも早く達成

できるよう、関係者一丸となって農林水産業

の振興に取り組んでまいります。

引き続きまして、おおいた農林水産業活力

創出プラン２０１５アクションプラン２０１

７について、御報告いたします。黄色の冊子

を御覧ください。

これは、活力創出プラン２０１５に掲げる

目標の達成に向け、当該年度の具体的な取組

手法と指標を明らかにした行動計画として、

毎年度作成し、関係者が一丸となって取り組

むこととしているものです。

表紙の裏になりますが、１ページをお開き

ください。

上段に活力創出プランの二つの基本目標で

ある、変化に対応し挑戦と努力が報われる農

林水産業の実現と、安心して暮らしていける
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魅力ある農山漁村づくりを記しております。

プランはこの目標の達成に向け、時計文字

の四つの基本施策で成り立っており、今回の

アクションプランもこれに沿って作成してお

ります。

下段のⅠの構造改革の更なる加速を御覧く

ださい。

まず、喫緊の課題であります平成３０年か

らの米政策の見直しへの対応です。

主食用米の生産数量目標を県独自で示すと

ともに、水田を畑地化し、園芸など収益性の

高い品目への転換を進めます。米生産におい

ても乾田直播き栽培の全県展開や多収品種の

導入による低コスト化に取り組みます。

次に、１の変化に対応した先駆的な経営体

の育成では、農地中間管理事業を活用した農

地の集積・集約化や、担い手不在集落の営農

を支援する地域農業経営サポート機構の拡大、

集落営農法人の再編に向けた取組を進めます。

２の将来を担う新たな経営体の確保・育成

では、新規就業者の確保・育成に向けた研修

制度などを拡充します。

次のページ、３の新たな需要を獲得する戦

略的な海外展開では、輸出国の新規開拓や海

外コーディネーターの活用などにより輸出の

拡大に積極的に取り組みます。

４の新たなマーケットへの挑戦では、市場

が拡大する有機農産物の周年供給に向けた生

産者のグループ化や農場の団地化を進めます。

下段には、目標指標である農林水産業によ

る創出額、新規就業者数、輸出額に関する目

標値を掲げています。

次に３ページをお開きください。

Ⅱのマーケットインの商品づくりの加速で

す。

この分野については、引き続き、変化する

マーケットに対応できる流通・販売体制の構

築や、多様なニーズに対応した商品づくりを

進めていきます。

２９年度は、１の上から４番目にあります

外食チェーン店との連携によるおおいた豊後

牛の販売力の強化のほか、下段の２の生産力

の強化の面においては、園芸では就農学校卒

業生向けの大規模リース団地の整備、次のペ

ージの水田では、食品企業のニーズに応じた

麦・大豆の生産拡大を進めていきます。

林業、水産においてもコンテナ苗を活用し

た主伐・再造林や人工種苗由来の養殖ヒラマ

サの生産拡大に取り組みます。

これらに加え、下段の３の安心・安全な商

品の供給体制の充実を図ることで、目標指標

にあります戦略品目の産出額の増加を目指し

ます。

次に５ページをお開きください。

Ⅲの経営マインドを持った力強い担い手の

確保･育成です。

この実現に向け、１の上から２番目と４番

目にあります経営体や集落営農組織の法人化

を進め、経営力の強化や中核的経営体数の増

加を図ります。

６ページを御覧ください。

Ⅳの元気で豊かな農山漁村の継承です。

こちらは構造改革と対をなす本計画のもう

一つの柱の部分になります。２９年度も引き

続き農山漁村の様々な資源の活用や生産・生

活環境基盤の整備のほか、新植時の防護柵設

置や狩猟者の確保など鳥獣害対策もしっかり

進めていきます。

本プランの達成に向け、農林水産部職員は

もとより、生産者や市町村、関係者と一丸と

なって取り組んでまいります。実施・周知に

当たりましては委員の皆様にも御支援いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。

吉野審議監兼森との共生推進室長 農林水産

委員会資料の３４ページをお開きください。

農林水産部が所管する県計画等の本年度中

の策定・変更スケジュールについて御説明い

たします。

本年度、農林水産部では、第５次大分県緑

化基本計画と次世代の大分森林づくりビジョ

ンの二つの計画等の改訂を予定しております。

これらの計画は表頭、計画の根拠等の列に

ありますとおり、いずれも現計画の改訂を行

うものです。
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計画の概要の欄を御覧ください。

上段に概要、下段にスケジュールを記載し

ております。現在、関係団体等と連携して策

定作業を進めているところでり、内容等がま

とまり次第、本委員会で報告をさせていただ

く予定としております。

濱田委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

近藤委員 このアクションプランを推進して

いく上で大切なことは、やっぱりどういう品

目がお金を稼げるかというのをしっかりやっ

て、それを推進するのが一つ。それと、先ほ

どの説明にもあったんですが、年率大体１％

の農地が減っていますよね、主に何で減って

いるのかなと思うんですけれども、私は農業

委員会に出ていますが、太陽光への転用が非

常に多いですね。しかも平地、宇佐とか日出

とか一等地が、もう平気でどんどん太陽光に

転用されていますが、これは何とかならんか

なというふうに思います。農地の中にどんど

ん太陽光ができたら、もうやる気もなくなっ

てしまうんじゃないかと思うんだけれども、

対策についてどういうふうに考えているか、

ちょっと聞かせてください。

光長農地活用・集落営農課長 太陽光につい

ての御質問にお答えします。

今、転用の中で太陽光の占める割合なんで

すが、毎年１千件ぐらい転用されます。その

うち、平成２５年度が１５％、平成２６年度

は２０％、約２００件の太陽光への転用があ

りました。ただ、ここで価格の改定とかがご

ざいまして、これ以降は減っておりまして、

現在のところ１０％ぐらいが太陽光への転用

となっております。

ただ、国からも通達が出ておりまして、太

陽光に転用できる分は２種農地又は３種農地

だけですということになっております。１種

農地、条件の良いところについては太陽光へ

の転用はできなくなっておりますので、優良

農地を確保して、そちらの方は農業でしっか

りと利用していきたいというふうに考えてお

ります。

近藤委員 分かりました。宇佐とか日出とか

ああいうところが出てくるので、もう平たん

地というイメージがあるんですけれども、そ

ういうところはなるだけ生産力の増強に使っ

てほしいなという思いがありますので、ちょ

っと述べました。

それから、先般、合同新聞に、畜産研究部

でしたか、飼料の研究をして博士号か何かを

取ったというふうに出ていました。あれはど

ういうことですかね、ちょっと説明をお願い

します。

都留農林水産研究指導センター長 あのとき

２名、博士号を取った人間が御報告に上がり

ました。１人が畜産研究部の鶴岡研究員で、

焼酎かすとイネＷＣＳを組み合わせた飼料を

開発し、そのメカニズムを解明したというこ

とで、大学に論文を提出して学位を取得した

ということでございます。

実際の現場でも活用しておりますので、今

後どんどん増やしていく計画にしております。

近藤委員 正規の大学でもなかなか取れない

のに、職員をしながら取るということはすご

いことだなと思いました。もっと大々的に宣

伝してくださいよ。

濱田委員長 私から１点。この３２ページの

創出額ですね。生産額は２７年度で九州最下

位ということが報道されましたが、この創出

額は九州では何位になっておりますか。

安藤農林水産企画課長 創出額という考え方

は、算出額ではないいろいろな農業が生み出

す価値があるだろうということで、本県にお

いて使っているものでございまして、他県と

比較するという形での数値というのは持ち合

わせておりません。

濱田委員長 それでは独自ということですか。

尾野農林水産部長 独自なんですけれども、

似たような考え方でやっている県も幾つか出

てきております。むしろ大分県が先行してい

るというふうに御理解いただければと思いま

す。

例えば、飼料用米を大変な面積で作ってい

ますけれども、これの売渡価格というのは大
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変安いです。主食用米であれば６０キロが１

万４千円、１万５千円とするものが非常に安

い価格で、米として畜産の方で使うというこ

とで自給率の向上には役立つんですけれども、

農家所得という面では、それを国の交付金と

いうような形で補 しているというような仕

組みの中で、これまでの生産調整というのは

主食用米から飼料用米に移行していこうとい

うことで、どんどん飼料用米の田んぼは増え

ているのに、それが全然産出額にはカウント

できないという、これは全国的な問題という

ふうなことで、こういう提起も農林水産省に

しまして、食料・農村の審議会の委員長にも

大分にお見えになった際に私どもそういう話

をして、確かにそのとおりだということで、

こうした仕組みを作ったものであります。

だんだんにそういうことで考え方が変わっ

ていっているんではないかなと理解しており

ますし、比較もですね、そもそも農林水産業

として全体を捉えるのがいいのか、農業とい

う捉え方がいいのかというのはあると思うん

ですけれども、そうした面も含めて、他県と

の、例えば品目別の比較といったようなこと

はしっかりとやっていきたいと思います。

もう一つ添えますと、本県、しいたけが、

乾・生、合わせて約７０億円の生産額を上げ

ております。通常我々が考えるのに、農家所

得、農家の生産額というふうに受け止めるん

ですけれども、実はこれは統計上は林業の生

産額ということになっておりまして、言い訳

じゃないんですけれども、このしいたけの７

０億円を足しますと佐賀県を大きく上回って

おります。そうでなくても、２８年度はしい

たけがなくても佐賀県を抜く予定であります。

濱田委員長 なぜ質問したかと言いますと、

私、去年だったか、おととしだったか、創出

額と生産額の一般質問したんですよ。仮に２，

２３２億円、これだけと１千億円、算出額よ

り多いんですね。

尾野農林水産部長 林業と水産業が入ってい

ますので。

濱田委員長 ええ、もちろん総合的に１千億

円ね。１千億円というのは、これは倍になっ

ていますから。やっぱり全国規模でちゃんと

戦える数字というのは産出額だと思うんです

よ。だから、あんまりこれを大っぴらに言っ

て、何かえらい付加価値やら含めてやるとい

うのはどうかな。独自でやるなら、内輪だけ

でならそれで結構ですけれども。

尾野農林水産部長 表を見ていただきたいん

ですけれども、農林水産業全体の算出額は１，

９０８億円ございます。その上に乗っている

付加価値額というのが２２０億円であったり、

交付金であったりということで、２，２３２

億円のうち産出額は１，９０８億円はあると

いうことであります。

ですから、農業と林業と水産業を足しての

産出額であり、創出額というふうに御理解い

ただければと思います。

濱田委員長 どっちにしても、やっぱり産出

額が一番分かりやすいんですよ、実際の産出

額ですから。だけど、本当の産出額にしても、

ちゃんとした統計がぴしゃっと出ておるかと

いうのはちょっと疑わしいんですけれども。

やっぱり九州で言えば、鹿児島が全国３位

ですかね。宮崎が５位で、熊本が６位なんで

すね、全国の産出額のあれでは。だから、そ

うしたときに、周りがもうベストテンに入っ

ているんですよ、三つ、四つですね。だから、

そういう面では全国で競争の数字が分かる産

出額をちゃんと統計上の主な数字にしたらど

うかなと私は思っておりますので、その辺も

是非、最下位脱出を１年間で目指してお互い

に頑張っていきたいなと思っていますので、

よろしくお願いします。

ほかに、委員外議員の人でありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

濱田委員長 別に御質疑等もないので、残り

の報告をお願いします。

小関新規就業・経営体支援課長 資料の３５

ページをお開きください。

大分県の農業教育（農業人材の育成）の取

組について御報告いたします。

まず、目標と方針についてですが、県では
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プラン２０１５において、将来を担う新たな

経営体・経営感覚に優れた担い手の確保・育

成を人材育成の目標として定め、農林水産部、

教育委員会のみならず、関係機関・団体・農

業経営体等を巻き込んだ一体的な協育による

農業人材の育成を進めています。

（２）の現状を御覧ください。人材育成の

流れを時系列でお示ししております。

一番左の小学校や中学校においては、総合

的な学習の時間や理科などの授業で、農業体

験や農作物作りなど、農業に触れ・興味関心

を持たせる取組を実施しています。

次の高校段階においては、一般教養や農業

基礎等カリキュラムに沿った教育が行われて

おりますが、本県においては、これに加えて

中央点線囲みにありますとおり、一体的な取

組として、農業系高校の全ての１年生が農大

で体験研修を行うほか、大型機械の実習や農

大教員による授業など、農大を活用した専門

性の高い教育も実施しております。なお、こ

れらは、各高校において、単位取得に必要な

授業として認定されているところです。

高校卒業後については、自営就農や雇用就

農、あるいは進学等様々な選択肢があります

が、県では右下にお示ししておりますとおり、

農業大学校では、ＩＣＴ活用やＧＡＰ取得に

向けた講座などカリキュラムの充実を図ると

ともに、就農後であっても、経営力の向上に

向けたセミナーを実施するなど、各段階で、

将来の大分県農業を担う人材の育成に力を入

れています。

とはいえ、（３）の課題にまとめましたが、

まだまだクリアしなければならない課題も少

なくないことから、農林水産部では更なる農

業教育の充実に向けて、（４）にありますと

おり、本年度新たに、教育委員会、農大等と

プロジェクトチームを設置し、議論を深めて

いきたいと考えております。

資料下段の主な取組・協議事項に主な協議

テーマをまとめておりますが、今年度は、高

校生と青年農業者や指導農業士等との交流や

技術支援、高校から農大につながるプロジェ

クト研究のテーマの共有など、本県における

就農像を具体的に発信し、そのために必要な

技術の取得や就農へつなげていく仕組みにつ

いての議論を進めていきたいと考えておりま

す。

加えて、三重総合高校久住校に３１年度開

設予定のくじゅうアグリ創生塾に対しては、

昨年度からアグリコーディネーターとして県

の普及員ＯＢを配置しており、開設に向けて、

連携や宿泊施設・加工施設の活用について引

き続き協議を深めていきたいと考えておりま

す。

優れた農業人材の育成は、本県農林水産業

の最も重要なテーマの一つでありますので、

今後とも、教育委員会を始め関係機関と一体

となり、農業人材の育成に力を入れてまいり

ます。

茶園畜産技術室長 資料の３６ページをお願

いいたします。

第１１回全国和牛能力共進会について御説

明いたします。

いわゆる全共は和牛のオリンピックとも呼

ばれ、５年に一度、全国規模で開催される和

牛の祭典で、第１１回全国和牛能力共進会は

９月７日から１１日までの５日間、宮城県で

開催されます。

全国から５１７頭の出品が予定され、本県

も第１区から第９区全てに全２６頭を出品す

るとともに、復興特別区として設けられた高

校生の部についても出品を行います。

次に２のこれまでの主な取組としましては、

前回大会より１年前倒しして２６年５月に第

１１回全共大分県推進協議会を設立し、全区

出品に向けた組織体制を整備しています。

また、肉牛の部の成績が、子牛市場価格や

ブランド力に大きく影響することから、子牛

及び肥育牛の飼養管理マニュアルを作成し、

家畜保健衛生所を中心とした地区指導班によ

り候補牛の現地指導を実施しているところで

す。

次のページの３の今後の取組では、県内４

地区で４月１３日から地区予選会を開催して
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おり、委員の皆様にも御案内をさせていただ

く（２）の７月１４日の県最終予選会におい

て、全共へ出品する２７頭を選抜することと

していります。

今回の全共は、高能力母牛の選抜により性

判別精液を活用した候補牛の確保や、オレイ

ン酸生成能力や食味に関与する遺伝子型検査

等による選抜にも取り組んでおります。

おおいた豊後牛のブランド力向上による生

産者所得の向上を目指して、全ての区で優等

賞以上の成績、ひいては日本一を目指し、出

品指導を一層強化してまいりますので、引き

続き御支援・御協力をお願いします。

岡田漁業管理課長 資料の３８ページをお願

いいたします。

重点戦略魚種の販売促進について御報告い

たします。

１にありますとおり、県では養殖ブリ類な

ど８魚種を戦略魚種と位置付け、販路拡大や

ブランド化を推進しています。本日は、その

中でも特に重点的に取り組んでいる魚種につ

いて、昨年度の実績と本年度の計画について

御報告します。

２平成２８年度の主な取組実績を御覧くだ

さい。

戦略魚種の養殖ヒラマサ、かぼすブリ、か

ぼすヒラメについては、大消費地である関西

や関東等の百貨店やスーパーなど１９１店舗

でフェアを開催しＰＲに努めました。

養殖ヒラマサについては、９月に京都市場

で関係者を対象に試食会を開催したところ、

味やコリコリとした食感が好評でした。

かぼすブリについては、昨年スタートした

毎月第４金曜日の「おおいた県産魚の日」に

併せて、１０月に旬入り宣言と小売店での販

売を行い、かぼすヒラメについては、大分市

内の量販店でＰＲ等を行いました。その結果、

表に示しましたように、販売店舗数は、２８

年度には１０９店舗と年々増加しております。

本年度は、３平成２９年度の計画にお示し

しているとおり、養殖ヒラマサについては、

昨年度好評を得ました京都市において、料理

飲食業組合と連携し、意見交換会や傘下の飲

食店で大分フェアを開催し、京都を突破口と

して関西地区の販路開拓に努めていきます。

また、県内では別府市旅館ホテル組合など

において試食会を開催し、養殖クロマグロな

どとセットで関あじ・関さば等に続く新たな

食観光のツールとして提案することを計画し

ています。

養殖クロマグロについては、これまでほと

んどが東京、大阪の大消費地に出荷されてい

ましたが、県内はもとより、出張客や国内外

の観光客でにぎわう福岡市を中心に新たな販

路開拓を推進します。

また、本年３月に佐伯市上浦に完成したブ

ロック加工場で発生する頭や内臓などの利用

されていない部位を活用した産地ならではの

加工品開発も推進していきます。

これらに加えて、「おおいた県産魚の日」

の取組については、一周年記念イベントや小

売業者等を対象とした販売力強化セミナーを

開催するとともに、県産魚の提供に協賛する

飲食店の新規開拓等を進め、関係機関も一体

となって県産魚の消費拡大につなげていきた

いと考えております。

以上で、諸般の報告を終わります。

濱田委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

近藤委員 人材育成について、農業高校の専

門高校がなくなってしまいましたので、農大

への期待が高まっています。先般、農大の入

学式に行きました。県外からも来ておりまし

たので、それだけ期待がされているのかなと

いうふうにも思ったわけでありますが、施設

をずっと回ってみましたら、できた当時から

そのままなんですね。何にも新しい施設がで

きていないので、ちょっとがっかりしました。

何かもうちょっと魅力のある施設にした方が

いいのかなと思って率直に申し上げますけれ

ども、最先端の技術が学べるような、何かそ

ういう施設を作るべきではないかなと。ここ

では簡単に申し上げておきますけれども、こ

の辺十分検討してください。生徒があの施設
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で満足しているのかどうかですね、十分考え

ていただきたいと思いますけれども、どうで

しょうか、部長さん。

尾野農林水産部長 私も実は県職の採用は、

当時の農業実践大学校で採用されまして、そ

の当時の様子を知っております。

そういうものの中に、道路が通った関係で、

施設面でも、先般も卒業式、入学式などいろ

いろ見せてもらいましたけど、まあまあ良く

なっているのかなと思っております。むしろ

時代の方が先を行っているという現実もある

わけで、今、農林水産省が専門職業大学校構

想というようなことを打ち出しております。

実は各県にあります農業大学校についても専

門職業大学校化していこうという大きな国の

動きが出てきております。そうした動きも捉

えて、やっぱり最先端の農業に取り組める環

境というのを作っていく必要があると考えて

おりますので、そうしたチャンスではないか

なと逆に思っていますので、しっかりやって

いきたいと思います。

近藤委員 農業技術というのはとても大事な

んですよね。農業技術をどれだけしっかりし

たのを持っているかによって非常に生産力も

違ってくるんですね。そういう農業の技術者、

指導できるような技術者を育成するような大

学になるといいなと私はかねがね期待してい

るんですけれども、今お話をされたようなこ

とも含めて、ここをしっかりと充実していた

だきたいという思いがありますので、お願い

をしておきます。

濱田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

濱田委員長 委員外議員の方、御質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

濱田委員長 別に御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

濱田委員長 ほかにないようですので、これ

をもちまして、農林水産部関係の審査を終わ

ります。

執行部はお疲れさまでした。

〔農林水産部、委員外議員退室〕

濱田委員長 次に、協議事項に入ります。

県内所管事務調査及び県外所管事務調査に

ついてですが、事務局に一括して説明させま

す。

〔事務局説明〕

濱田委員長 まず、県内調査についてですが、

この案で決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

濱田委員長 それでは、この行程で実施する

こととします。

欠席や別行動となる場合は、その都度、早

めに事務局に連絡してください。

また、今後、調整が必要な場合は、私に御

一任いただきたいと思います。

それから、県内調査の際の服装については、

委員会としてある程度統一する必要があると

思います。昨年は、上着だけ県議会のジャン

パーという服装だったと聞いております。

今年はいかがいたしましょうか。

〔協議〕

濱田委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、県外調査の日程などについて、御協

議願いたいと思います。

日程や調査地は、いかがいたしましょうか。

〔協議〕

濱田委員長 それでは、県外所管事務調査に

つきましては、７月１８日から３日間の日程

で実施することとし、ただ今、御検討いただ

きました趣旨に添いまして事務局に実施案を

作成させます。なお、細部については、私に

御一任願います。

最終的には、第２回定例会の常任委員会で

行程を決定したいと思います。

以上で予定されている案件は終わりました。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕
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濱田委員長 別にないようですので、これを

もちまして、委員会を終わります。

お疲れさまでした。


